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資料① 

令和 2年 8月 27日 

埼玉県教育局 教育総務部文教政策室 

 

http://www.pref.saitama.lg.jp/A20/B200/core.html
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資料② 

令和 2年 5月 中学校、市町村別学校数・学級数・生徒数（公立） 

区  分 
学校数 前年 2020年 2019年 転出数 転出率 中 3 在籍減 

本校 ６学年 中 1 中 2 中 3 中 3 小 6-中 1     

県   計 414 62,911 59,150 59,257 57,979 59,306 3,761 5.98 -1,327 

県立 1  80 80 80 80   - 

さいたま市 58 11,466 10,482 10,307 10,155 10,529 984 8.58 -374 

県 
 
 
 
 
 
 
 

南 

川口市 26 4,977 4,540 4,720 4,513 4,602 437 8.78 -89 

鴻巣市 8 1,017 986 1,008 935 969 31 3.05 -34 

上尾市 11 2,031 1,946 1,894 1,874 1,942 85 4.19 -68 

草加市 11 2,164 2,052 1,989 2,027 2,037 112 5.18 -10 

蕨市 3 503 443 433 440 425 60 11.93 15 

戸田市 6 1,326 1,191 1,138 1,109 1,111 135 10.18 -2 

朝霞市 5 1,251 1,148 1,116 1,070 1,125 103 8.23 -55 

志木市 4 619 565 574 584 539 54 8.72 45 

和光市 3 710 628 581 537 574 82 11.55 -37 

新座市 6 1,520 1,408 1,393 1,333 1,317 112 7.37 16 

桶川市 4 633 605 620 605 613 28 4.42 -8 

北本市 4 517 499 505 534 519 18 3.48 15 

伊奈町 3 515 489 523 547 531 26 5.05 16 

県 
 
 
 
 
 
 
 

西 

川越市 22 2,993 2,867 2,895 2,737 2,829 126 4.21 -92 

所沢市 15 2,840 2,613 2,657 2,571 2,525 227 7.99 46 

飯能市 8 602 571 620 566 549 31 5.15 17 

東松山市 5 728 709 687 738 751 19 2.61 -13 

狭山市 8 1,136 1,109 1,154 1,097 1,124 27 2.38 -27 

入間市 11 1,284 1,225 1,231 1,252 1,220 59 4.60 32 

富士見市 6 921 862 939 853 882 59 6.41 -29 

坂戸市 7 909 879 878 948 843 30 3.30 105 

鶴ヶ島市 5 616 602 592 579 661 14 2.27 -82 

日高市 6 557 532 505 521 548 25 4.49 -27 

ふじみ野市 6 1,011 955 998 912 1,000 56 5.54 -88 

三芳町 3 372 353 350 345 364 19 5.11 -19 

毛呂山町 2 261 238 264 252 259 23 8.81 -7 

越生町 1 69 70 77 89 88 -1 -1.45 1 

滑川町 1 188 185 203 202 221 3 1.60 -19 

嵐山町 2 113 110 126 140 146 3 2.65 -6 
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小川町 3 191 184 200 184 217 7 3.66 -33 

川島町 2 162 156 144 163 157 6 3.70 6 

吉見町 1 131 126 123 130 136 5 3.82 -6 

鳩山町 1 77 77 79 84 96 - 0.00 -12 

ときがわ町 2 66 66 75 77 65 - 0.00 12 

東秩父村 1 19 19 13 21 17 - 0.00 4 

県 
 
 
 
 
 

北 

熊谷市 17 1,690 1,639 1,586 1,520 1,570 51 3.02 -50 

秩父市 8 511 487 529 536 535 24 4.70 1 

本庄市 4 630 578 659 599 625 52 8.25 -26 

深谷市 10 1,311 1,260 1,300 1,269 1,289 51 3.89 -20 

横瀬町 1 76 79 54 84 63 -3 -3.95 21 

皆野町 1 86 82 71 64 78 4 4.65 -14 

長瀞町 1 48 46 51 47 67 2 4.17 -20 

小鹿野町 1 105 106 94 104 105 -1 -0.95 -1 

美里町 1 97 93 85 71 103 4 4.12 -32 

神川町 1 109 104 109 109 101 5 4.59 8 

上里町 2 286 276 288 299 327 10 3.50 -28 

寄居町 3 229 217 266 244 252 12 5.24 -8 

県 
 
 
 
 
 
 
 

東 

行田市 8 652 633 644 655 709 19 2.91 -54 

加須市 8 989 963 929 950 938 26 2.63 12 

春日部市 11 1,907 1,827 1,788 1,694 1,868 80 4.20 -174 

羽生市 3 446 427 438 421 479 19 4.26 -58 

越谷市 15 3,110 2,975 2,864 2,730 2,740 135 4.34 -10 

久喜市 11 1,273 1,204 1,178 1,183 1,164 69 5.42 19 

八潮市 5 739 685 707 700 686 54 7.31 14 

三郷市 8 1,165 1,082 1,082 1,020 1,059 83 7.12 -39 

蓮田市 5 520 513 456 518 517 7 1.35 1 

幸手市 3 382 361 359 357 368 21 5.50 -11 

吉川市 4 774 723 712 706 682 51 6.59 24 

白岡市 4 416 392 431 414 430 24 5.77 -16 

宮代町 3 249 238 226 237 247 11 4.42 -10 

杉戸町 3 352 342 398 376 405 10 2.84 -29 

松伏町 2 264 248 262 268 288 16 6.06 -20 
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資料③ 

令和 2年 9月 9日 

公私連絡協議会 

 
東京都と一般財団法人東京私立中学高等学校協会は、都内公立中学校卒業者の令和 3年度

における都立高校及び私立高校の受入分担数並びに入学者選抜に関連する事項について、
「「第五次中期計画」の合意について（令和元年 9月 4日）」に基づき、下記のように合意
した。 

記 
1 受入分担 
(1) 令和 3年度の就学計画を立てる上での進学率を 95．0％とし、都立高校及び私立高校の按

分比を 59.6：40.4 として、それぞれ下表のとおり生徒の受入れを分担する。 
 

  都立高校 私立高校 

令和 3年度就学計画 39,200人 26,700人 

※ 詳細は別紙 1「令和 3年度高等学校就学計画」PDF [71.1KB]のとおり 
 
(2) 前記 1(1)の受入分担を確実に履行するため、次のとおり申し合わせる。 

ア 公私立高校は、募集人員に対して適切な合格者数を定め、過不足が生じないよう一
層努力する。 
なお、定員未充足の場合は、追加募集を行うようにする。 
イ 都立高校は、定員管理を適正に行うよう努める。 
ウ 都立高校は、募集定員の地域バランスを整えるよう努める。また、男女別定員制緩
和などの実施については、男女収容に不均衡が生じないよう一層努める。 
エ 私立高校は、支部別の都内公立中学校卒業者受入計画に沿って募集し、その実績を
高めるため協会内に特別の委員会を設置する。 
オ 実績進学率を向上させるため、実効ある対策を協議する。 
令和 3年度についても、公立中学校等を対象とする都立高等学校入学者選抜実施要綱説
明会において、私立高校の授業料負担を軽減する制度等についての周知を行う。また、
周知する情報の充実に努める。 

 
2 入学者選抜に関連する事項 
(1) 公私立高校入学者選抜に関する公立中学校に対する説明会は、10月 1日以降を厳守す
る。また、実施時期が集中しないよう配慮する。 
(2) 都立及び私立高等学校等の合同説明会の開催及び参加に当たっては、平成 25年 3月 7
日の取り決めを踏まえて実施する。 
(3) 公私立高校の入学者選抜は、平成 26年 9月 4日の確認事項を踏まえて実施する。 
(4) 私立高校が中学校との間で入試相談を行う場合は、12月 15日以降に実施することとし、
一般入試及び推薦入試について、合格の可能性を述べるにとどめ、確約、内定はしないもの
とする。 
(5) 一人でも多くの生徒が高校に進学できるよう、既に公私立高校に入学手続を終えてい
る生徒については、以後の募集への出願を遠慮するよう指導し、趣旨の徹底を図る。 
(6) 都立高校との併願者に係る私立高校の入学金等の納入期限については、保護者の経済
的負担に留意し、各校で十分配慮する。ただし、推薦入試による合格者については、この限
りでない。 
  

 

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/press/press_release/2020/files/release20200909_1/besshi1.pdf
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